
 

 
 

新潟市食料品の物価高騰に対する支援金給付事務実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、国の『「強い経済」を実現する総合経済対策』（令和７年１１月２１日閣議決定）を

踏まえ、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支援するための重点支援地方交付金の拡充が盛り

込まれたことを受け、この交付金を活用した「新潟市食料品の物価高騰に対する支援金給付事業」（以

下、「本事業」という。）について、事務に必要な事項を定めるものとする。 

（定義及び給付額） 

第２条 本事業は、基準日時点の新潟市民である給付対象者について、支援金として１人あたり3千円

（以下、「本支援金」という。）を現金で給付するものである。 

２ 本事業の事務手続きは、本市及び本市から委託を受けた者（以下、「事務センター」という。）が主

体となって行う。 

（給付対象者） 

第３条 本事業の給付対象者は、令和８年１月１日（以下、「基準日」という。）において、新潟市の住

民基本台帳に記録されている者とする。 

（受給権者） 

第４条 本事業の受給権者は、給付対象者が属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日

以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主

となった者（これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者。）とす

る。なお、単身世帯の場合で、申請を行うことなく死亡した場合は、世帯消滅のため給付要件を満た

さないものとする。  

２ 給付対象者に該当し、配偶者や親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）、知的障害者福祉法（昭和３５

年法律第３７号）及び老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に定める措置を受けた者等の特別な

配慮を要する者については、申請書等の送付前に所在が確認できる者には当該住所に必要書類等を送

付する。なお、所在が確認できない者については、別記様式第３号の申出書兼確認書（以下、「申出書

兼確認書」という）による本人からの申出があった場合、本人に給付を行うこととし、元の世帯への

給付分については返還を求めるものとする。 

（申請及び給付の方式） 

第５条 本支援金の給付を受けようとする者は、別記様式第２号の申請書（以下、「申請書」という。）

を新潟市に提出する。 

２ 申請者は、申請書の提出を郵送またはオンラインにより行い、その際、公的身分証明書の写し等を

提出すること等により、申請者本人による申請であることを証する。                                

第５条の２ 前条の規定にかかわらず、別記２に記載の令和５年度から令和７年度まで「定額減税補足

給付金等」で振込手続き実績のある口座情報を取得できた受給権者（以下、「プッシュ型受給権者」

という。）は、申請等の手続きなしに対象金額を金融機関口座へ振り込む。なお、プッシュ型受給権

者には、事前に別記様式1号の支援金給付通知書（以降、「通知書」という）にて振込内容を通知す

る。 

 



 

 
 

２ プッシュ型受給権者のうち、通知書に記載の金融機関口座へ振り込みができなかった場合は、事務

センターが対象者へ連絡をとり、口座情報を確認したうえで再振り込み手続きを行う。 

３ プッシュ型受給権者は、本事業の給付を辞退する場合、通知書に記載の方法で事務センターに申し

出ることにより、対象金額の受取を辞退することができる。また、通知書に記載の口座情報を変更す

る必要がある場合、通知書に記載の方法で事務センターへ申し出たうえで、事務センターから提示の

あった手続きを経て、別の金融機関口座へ振り込みすることができる。 

４ プッシュ型受給権者に該当しなかった受給権者（以下、「申請型受給権者」という。）は、申請書に

よりオンラインまたは郵送にて申請を行う。新潟市長は申請書を受理したのち、すみやかに給付決定

を行い、指定の方法にて対象金額を給付する。 

（オンライン申請） 

第５条の３ 申請型受給権者は、利用者用電子証明書が有効な個人番号カード（以下、「マイナンバーカ

ード」という。）を保有している場合、株式会社野村総合研究所が提供するマイナポータル上に用意さ

れたオンライン申請手続きサービス（以下、「e-私書箱」という。）で申請手続きを行い、口座振込ま

たは株式会社セブン・ペイメントネットワークが提供する現金自動預け払い機を利用した現金受取サ

ービス（以下、「ATM受取サービス」という。）を選択することができる。 

２ 申請型受給権者がe-私書箱で口座振込を選択した場合は、申請型受給権者があらかじめマイナポー

タルで登録した金融機関口座（以下、「公金受取口座」という。）へ対象金額を振り込む。 

３ 申請型受給権者がe-私書箱でATM受取サービスを選択した場合は、ATM受取サービスが可能な店舗

にて現金自動預け払い機より対象金額を受け取ることができる。なお、ATM 受取サービスを利用する

ために必要な情報は、e-私書箱にて申請型受給権者が把握することができ、事務センターでは把握で

きないものとする。 

（郵送申請） 

第５条の４ 申請型受給権者は、申請書に必要事項を記入し、申請型受給権者の本人確認書類の写しと

合わせて事務センターへ郵送することにより申請手続きを行い、口座振込またはATM 受取サービスを

選択することができる。 

２ 申請型受給権者が郵送により申請し、口座情報を選択する場合は、申請書および金融機関口座情報

が確認できる通帳の写し等にて申請を行い、申請書で指定された金融機関口座へ対象金額を振り込む。

なお、口座情報が確認できない場合等は、事務センターから電話などで確認を行う。また、この方法

により口座振込を行った場合、振込内容を別途通知する。 

３ 申請型受給権者がe-私書箱でATM受取サービスを選択した場合は、ATM受取サービスが可能な店舗

にて現金自動預け払い機より対象金額を受け取ることができる。なお、ATM 受取サービスを利用する

ために必要な情報は、申請書にて指定した方法（株式会社セブン・ペイメントネットワークが別途送

付するショートメッセージサービスまたは郵送はがき）にて申請型受給権者が把握することができ、

事務センターでは把握できないものとする。 

（申請及び給付の期限） 

第６条 本支援金の申請受付開始日は、令和８年３月２日とする。                

２ 本支援金の申請期限は令和８年６月３０日とし、給付期限は令和８年９月３０日とする。 

 



 

 
 

（権利の放棄） 

第７条 プッシュ型受給権者のうち、通知書記載の口座に振り込みが出来ず、新潟市が確認等に努めた

にもかかわらず申請期限までに不備の補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により給付が

できなかったときは、本事業での給付の権利を辞退したものとみなす。 

２ 申請型受給権者が、申請期限までに申請を行わない場合、本事業での給付の権利を辞退したものと

みなす。 

３ 申請型受給権者が、給付期限までに、新潟市が確認等に努めたにもかかわらず口座振り込みの不備

の補正が行われず給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合及びATM 受け取りサ

ービスで支援金を受け取らなかった場合、本事業での給付の権利を辞退したものとみなす。 

（代理申請） 

第８条 受給権者に代わり、代理人として申請手続きを行うことができる者は、原則として次の各号に

掲げる者に限る。ただし、オンライン申請は、マイナポータル及びマイナンバーカードの特性上、本

人以外が利用できないため、代理申請による手続きは、郵送申請に限る。 

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者 

(2) 法定代理人（親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権

付与の審判がなされた補助人） 

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で新潟市長が特に認める者 

２ 代理人が本支援金の申請書等の提出をするときは、委任欄を記載する。また、第４条第２項に規定

する本人からの申し出を代理人により行うときは、別記様式４号の委任状の提出を求める。この場合、

新潟市は、公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であること

を確認する。 

（周知） 

第９条 本事業の実施にあたり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要につ

いて、広報その他の方法により住民への周知を行う。 

（不当利得の返還） 

第１０条 偽りその他不正の手段により本支援金の給付を受けた者に対しては、給付を行った本支援金

の返還を求める。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１１条 本支援金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。 

（その他） 

第１２条 この要綱の実施のために必要な事項は、新潟市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年３月２日から施行する。 

 



 

 
 

（別記_様式一覧） 

号 様式名称 規格等 

様式第１号 支援金給付通知書 ハガキ 

様式第２号 支援金給付申請書 Ａ４ 

様式第３号 
新潟市食料品の物価高騰に対する支援金用配偶者

暴力被害申出受理申出書兼確認書 

Ａ４ 

様式第４号 委任状（第３号に関するもの） Ａ４ 

   
 

 

（別記２_対象給付金一覧） 

名 称 

令和７年度定額減税補足給付金（不足額給付） 

令和６年度住民税非課税世帯支援給付金 

令和６年度定額減税補足給付金（調整給付金） 

令和６年度物価高騰対策給付金 

令和５年度物価高騰対策給付金 

令和５年度住民税均等割のみ課税世帯給付金 

 



料金後納
郵 便

ここから 丁寧にはがし て内面をご確認く ださ い。

「 新潟市 食料品の物価高騰に対する支援金給付」のお知ら せ

N o tif ica tio n  o f Livin g  Sup p o rt Benef its in  Resp o nse  to  Price  So a ring

● 重要なお知ら せです。 必ず内容を ご確認く ださ い。

● 本通知は大切に保管し てく ださ い。

【 お問い合わせ先】

新潟市３ 千円給付事務センタ ー

電話： 0 5 0 -5 8 0 5 -1 9 8 9
（ 受付日時： 祝日を除く 月曜から 金曜、午前９ 時から 午後５ 時まで）

（ 開設期間： ３ 月３ 日火曜から ９ 月30日水曜まで）

〈 発行者〉 〒9 5 1 -8 5 5 0 　 新潟市中央区学校町通1 番町6 0 2 番地1

　 　 　 　  新潟市市民生活部市民生活課　 0 25-2 2 6 -1 0 1 3

新潟市市民生活部

市民生活課

「 新潟市 食料品の物価高騰に対する支援金給付事業」

支援金（ 3 千円）給付のお知ら せ

　 こ のお知ら せは、「『 強い経済』を実現する総合経済対策」（ 令和７ 年11

月2 1 日閣議決定）において、 物価高騰の影響を 受けた生活者や事業者

を支援するための重点支援地方交付金の拡充が盛り 込まれたこ と を受

け、新潟市では基準日（ 令和８ 年１ 月１ 日）時点の新潟市民に、１ 人あたり

3 ,0 0 0円の「 支援金」を、 各世帯の世帯主を受給権者と し て給付し ます。

　 こ の通知は、 本事業の受給権者（ 世帯主）のう ち、 令和５ 年度から ７ 年

度までの「 定額減税補足給付金等」（ 裏面参照）で振込実績の口座情報が

あっ た方を対象と し て、 振込内容をあら かじ めお知ら せするも のです。

　 振込内容は、 右記を ご確認く ださ い。

　 なお、 こ の通知が届いた場合は、 特に申請等の手続き は必

要あり ません。

「 新潟市 食料品の物価高騰に対する支援金給付事業」

支援金給付通知書

新潟市長　 中原　 八一

お問い合わせ
番号

給付対象と なる
世帯情報
基準日：  令和８ 年１ 月

１ 日

給付額：  一 人 あ た り

３ 千円

受給権者
（ 世帯主氏名）

振込予定額

振込予定日

振込口座情報

支援金の受取を 辞退 または 振込口座の変更 をご希望の場合

　 期限（ 令和８ 年３ 月12日（ 木曜））までに電話にて申し 出く ださ い。

電話： 0 50 -58 0 5 -1 9 8 9

　（ 受付日時： 祝日を除く 月曜から金曜、 午前９ 時から午後５ 時まで）

　 期限内にお申し 出がない場合は、当該口座へ対象額を振り 込みます。

　 なお、 口座を変更さ れる場合は、 申請手続きが必要です。 別途封書

にて申請書などをお送り し ます。 同封のチラ シなどを参考に手続きし

てく ださ い。 申請さ れる場合は、郵送や事務手続きが発生し ますので、

給付までに申請書提出から 約１ か月半程度必要です。 あらかじ めご了

承く ださ い。



郵
便

は
が
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補足事項
【 振込口座情報について】

◆原則と し て、 次に記載の令和５ 年度から ７ 年度まで「 定額減税補

足給付金等」 での振込手続き 実績のある口座情報を記載し ていま

す。 なお、 該当口座は、 法手続きを経て公的に取得し た情報です。

　（ 参照し た口座情報の内訳）

　  ・ 令和７ 年度定額減税補足給付金（ 不足額給付）

　  ・ 令和６ 年度住民税非課税世帯支援給付金

　  ・ 令和６ 年度定額減税補足給付金（ 調整給付金）

　  ・ 令和６ 年度物価高騰対策給付金

　  ・ 令和５ 年度物価高騰対策給付金

　  ・ 令和５ 年度住民税均等割のみ課税世帯給付金

【 その他】

◆新潟市が把握する口座情報に、当該事業の振込手続を行っ たにも

関わら ず、 令和８ 年９ 月末日までに指定口座への振込が口座解

約・ 変更等の受給権者の都合により できない場合は、 本事業での

給付はでき ません。

◆本事業での給付を受けた後に当該事業の対象者の要件に該当し な

いこ と が判明し た場合や偽り その他不正の手段により 当該事業の

給付を受けた場合は、 対象金額や手続きに要し た費用の返還を求

めるほか、 法的措置をと る場合があり ます。

◆当該事業の給付を受ける権利は、 譲り 渡し 、 又は担保に供し ては

いけません。

右のマーク は目の不自由な

方のための音声コ ード です。

【 対象者について】

◆令和８ 年１ 月１ 日の新潟市住民基本台帳に登録さ れている者。

【 受給権者について】

◆当該事業の支援金の受給権者は、 給付対象と なる世帯の世帯主

です。

◆本市の事務処理日において、 本市が把握し ている児童養護施設

等へ入所中の方やD V 被害により 住民票上の住所地から 他へ避

難さ れている方は、 別途給付し ます。 また、 本通知に記載さ れ

た世帯員が、 本市への申請などにより 別で給付を 受ける場合、

他方の配偶者等は、 当該対象者分の支援金を給付でき ません。

◆令和８ 年１ 月１ 日以降に世帯主が亡く なら れた場合は、 相続を

受けら れる方に給付できる場合があり ます。

　 なお、 単身世帯の場合で申請を 行う こ と なく 死亡し た場合は、

世帯消滅のため受給するこ と ができません。 詳し く は「 新潟市

３ 千円給付事務センタ ー」 へご連絡く ださ い。

【 支援金の給付額について】

◆当該事業での支援金の給付額は、対象者につき１ 人あたり 3 ,0 0 0

円です。

【 手続き について】

◆本通知を受けた方で変更等手続き が必要ない場合は、 特段の申

請は不要です。 振込予定日に対象金額を記載の金融機関口座へ

振り 込みます。

◆振込後、 個別にお知ら せし ませんので、 通帳記帳等により ご確

認く ださ い。

　 表示名： 新潟市市民生活課 または ニイ ガタ シシミ ン セイ カ ツ カ

◆本通知が届いていない世帯には、 令和８ 年４ 月2 0日頃、 別途封

書にて申請書などをお送り し ます。 そちら の世帯は、 オンラ イ

ンまたは郵送により 申請手続き を 経たう えで、 指定の方法で対

象金額を給付し ます。

【 詐欺行為にご注意く ださ い！】
◆ こ の通知でお知らせし た金融機関口座に振り 込めなかっ た場合

など、 新潟市（ 3千円給付事務センタ ー） から 問合せを行う こ

と があり ますが、 ATM （ 現金自動預払機） などで、 給付のた

めの手数料などの振込を求めるこ と は、 絶対にあり ません。

◆ も し も 、 詐欺の疑いや不審を感じ た場合は、 ご家族やご友人な

どの周り の方、 新潟市消費生活センタ ー（ 02 5 -21 1 -2 3 7 0 ）、

最寄り の警察署へご相談く ださ い。



新潟市３ 千円給付事業

0 2 _ 申請書（ 別記様式第２ 号）

【 注意】 オンライン申請（ マイ ナポータ ル） を利用さ れる方は、 こ の申請書

を記入・ 郵送する必要はありません。オンライン申請の方法は、別添「 マイナ

ポータ ル オンライン申請のご案内」 や新潟市ホームページをご確認く ださ い。

《 申請期限は、 令和８ 年６ 月3 0 日です。 期限内にオン ラ イ ンまたは本書によ り 申請し てく ださ い。》

「 新潟市　 食料品の物価高騰に対する支援金給付事業」 支援金給付申請書

( 宛先） 新潟市長

　 １ ． 世帯主（ 受給権者） 情報

　 　 　 別紙「 01_ お知ら せ」 の記載内容を ご確認いただき 、 太枠内「 申請日・ 世帯主氏名（ 自署または記名

押印）・ 連絡先電話番号（ お持ちのかたはスマート フ ォ ンなどの携帯電話番号）」 を 記入し 、 令和８ 年６

月30 日までに申請し てく ださ い。

　 　 　 なお、 申請し ていただいた内容に不備等があっ た場合、『 新潟市３ 千円給付事務セン タ ー』 から お問

い合わせさ せていただく 場合があり ます。

申請日 2 0 2 6（ 令和８ ）年　 　 　 　 　 　 　 月　 　 　 　 　 　 　 日

世帯主の氏名
（ 自署または記名押印）
※１ 、２ 参照

印

日中の連絡先電話番号
（ 携帯電話推奨）　 ※３

※１ 　 受給権者（ 世帯主） の死亡等によ り 、 世帯主が変更と なっ た場合は、 新世帯主が受給権者と なり ます。

新世帯主氏名と 世帯主が変更の理由が生じ た日を ご記入く ださ い。

※２ 　 世帯主以外の受給を希望さ れる 場合、 裏面「 4. 代理受給を希望する 場合」 も 記入し てく ださ い。 なお、

代理受給の場合は、 オンラ イ ン 申請ができ ませんので、 こ の申請書をご利用く ださ い。

※３ 　 裏面「 2. 郵送申請での受取方法」 で「（ ２ ）セブン銀行AT M 」 を希望さ れた場合、 記入し た携帯電話に

ショ ート メ ッ セージサービ ス（ SM S）でお知ら せし ます。 ただし 、「 4. 代理受給を 希望する 場合」 に記入

のあっ た場合は、「 4. 代理受給を希望する場合」の番号等へお知ら せし ます。SM Sは「 0005-070707」 から

発信さ れます。

お問い合わせ番号

給付対象と なる

世帯情報

基準日（ 令和８ 年１ 月１ 日）

時点で新潟市に住民登録が

あっ た方が給付対象です。

受給権者：

支援金給付額

（ 引き 続き 裏面をご確認く ださ い。）

新潟市ホームページ マイ ナポータ ル

123456789012345
(  ! (

950-1234

宛所住所Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ 10Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ 20Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ 30Ｎ Ｎ Ｎ

世帯構成員氏名Ｎ Ｎ 10Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ 20Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

世帯構成員氏名Ｎ Ｎ 10Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ 世帯構成員氏名Ｎ Ｎ 10Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

世帯構成員氏名Ｎ Ｎ 10Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ 世帯構成員氏名Ｎ Ｎ 10Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

世帯構成員氏名Ｎ Ｎ 10Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ 世帯構成員氏名Ｎ Ｎ 10Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

世帯構成員氏名Ｎ Ｎ 10Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ 世帯構成員氏名Ｎ Ｎ 10Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

世帯構成員氏名Ｎ Ｎ 10Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ 世帯構成員氏名Ｎ Ｎ 10Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

世帯構成員氏名Ｎ Ｎ 10Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ 世帯構成員氏名Ｎ Ｎ 10Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ Ｎ

９ ９ ， ０ ０ ０ 円

                                                   

                                                   

                                                                             

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                   

                                   

                                   

                                   

                                                                      

                                   

                                   



新潟市３ 千円給付事業

0 2 _ 申請書（ 別記様式第２ 号）

　 ４ ． 代理受給を 希望する場合

　 　 　 病気などで世帯主（ 受給権者） が受給するこ と ができない場合は、 太枠内「 代理受給者の氏名フ リ ガナ・

氏名（ 自署または記名押印）・ 連絡先電話番号（ お持ちのかたはスマート フ ォ ンなどの携帯電話番号）・

住所」 を記入し て申請し てく ださ い。

代理受給者の氏名フ リ ガナ

代理受給者の氏名
（ 自署または記名押印）

印

世帯主から 見た代理受給者と
の関係性

（ 例： 実子、 妻）

代理受給者の連絡先電話番号
（ 携帯電話推奨）

代理受給者の住所（ 世帯主住所

と 同一の場合は記載不要）

〒

　 ２ ． 郵送申請での受取方法

　 　 　 希望するどちら かの受取方法の『 チェ ッ ク 欄（ □）』 に○をつけてく ださ い。

受取
方法

 （ １ ） 口座振込　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  （ ２ ） セブン銀行ATM

手続
き

こ の申請書の「 3.受取を 希望する 金融機関情報」 に

必要事項を 記入し 、「 本人確認書類の写し ※４ 」 およ

び「 振込先金融機関口座確認書類の写し ※５ 」 と 合

わせて、 別添「 返信用封筒」 を使い、「 新潟市３ 千円

給付事務センタ ー」 へ郵送し てく ださ い。

こ の申請書の「 本人確認書類の写し ※４ 」 と 合わせて、

別添「 返信用封筒」 を 使い、「 新潟市３ 千円給付事務

センタ ー」 へ郵送し てく ださ い。

なお、 受取の際にセブン銀行の口座開設は不要です。

受取

申請書受付から 約１ か月半後、 申請内容に不備など

がなければ新潟市が指定の金融機関口座へ振り 込み

手続きを行います。

なお、 振込内容は、 別途ハガキでお知ら せし ます。

申請書受付から 約１ ～２ 週間後、 申請内容に不備など

がなければ、 新潟市から SM S（ ショ ート メ ッ セージ）等

で送金案内を送り ます。 送金案内が届いた後、 セブン

銀行ATM で受け取ってく ださ い。 詳細は、別添「 セブ

ン銀行ATM で受け取り 希望の方へ」 をご確認く ださい。

注意
事項

長期間入出金のない口座を記入し ないでく ださ い。

また、 申請のあっ た口座情報の記載内容に不備等が

あり 、振込ができなかっ た場合、本事業の給付期限（ 令

和８ 年９ 月30日） に間に合う よう に、 不備の補正の手

続き を 行わなかっ た場合は、 本事業での給付の権利

を辞退し たも のと みなし ますのでお気を付けく ださ い。

AT M 受取は、 個々にお受け取り の期限（ SM S等で

お知ら せさ れてから 60日間） が設定さ れます。 こ の

期限内に受け取ら れなかっ た場合、 本事業の給付期

限（ 令和８ 年９ 月30日） に関わら ず、 本事業での給

付の権利を 辞退し たも のと みなし ますので、 受取期

限にご注意く ださ い。

※４

本人確認書類の写し （ コ ピー） は、 世帯主の運転免許証、 マイ ナンバーカ ード （ 表面）、 健康保険の資格確認

書、 介護保険証、 パスポート 等のいずれか１ つです。 有効期限が切れたも のや「 個人番号通知カ ード 」、「 住

民票」 は本人確認書類にはなり ませんのでご注意く ださ い。
⚫ 代理受給する場合、 代理人の本人確認書類が必要です。
⚫ 成年後見人等に選任さ れている方が代理で受給さ れる場合は、「 登記事項証明書」 等の写し が必要です。

※５

振込先金融機関口座確認書類の写し （ コ ピ ー） は、 受取を 希望する 金融機関の名称・ 支店名・ 口座番号・ 口

座名義人（ カ ナ） が判別でき る 通帳の表紙を めく っ たページやキャ ッ シュ カ ード 、 イ ン タ ーネッ ト バン キン

グ画面の写し をご用意く ださ い。

　 ３ ． 受取を 希望する金融機関情報

　 　 　 世帯主または代理受給者の口座を １ つ記入し てく ださ い。 なお、 通帳等の写し を 合わせて提出する必

要があり ます。

金融機関名 支店名 分類 口座番号（ 右詰め） 口座名義（ カ ナ）

1 . 銀行　  5 . 農協

2 . 金庫　  6 . 漁協

3 . 信組　  7 . 信漁連

4 . 信連

本 ・ 支 店

本 ・ 支 所

出  張  所

1 . 普通

2 . 当座
金融機関番号 店番号

↑通帳等の表記どおり にし てく ださ い。

ゆう ちょ 銀行 通帳記号（ 右詰め） 通帳番号（ 右詰め） 口座名義（ カ ナ）

ゆう ちょ 銀行を選択さ れた場合は、 貯金通帳の見
開き 左上またはキャ ッ シュ カ ード に記載さ れた記
号・ 番号をご記入く ださ い。

※

↑通帳記号が６桁の場合、 ※欄に記入し てく ださ い。 ↑通帳等の表記どおり にし てく ださ い。

《 申請期限は、 令和８ 年６ 月3 0 日です。 期限内にオン ラ イ ンまたは本書によ り 申請し てく ださ い。》



　新潟県新潟市長　宛て

　　　　　申出日：令和８年　　月　　日

（※太枠内をご記入ください。あわせて裏面のご案内もご覧ください。）

※対応機関等受付時記入欄

※対応機関等確認欄

配偶者・親族からの暴力等対応機関
　機関名及び代表者氏名

　所在地

　電話番号

新潟市食料品の物価高騰に対する支援金受給に係る
配偶者・親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書兼確認書

「新潟市食料品の物価高騰に対する支援金」の給付申請に際し、配偶者・親族からの暴力等を理由に、令和
８年１月１日時点の住民基本台帳に記載されている住所から、別の居所に避難していることを申出します。
あわせて同支援金の給付のため、必要な情報を関係機関に提供することを同意します。

(フリガナ)

生年月日
申出者及び同伴者が

現在居住している住所及び連絡先
※避難先住所

氏　　名

本人確認書類（※提示書類に〇を記入） 備考

申出者
昭和
平成　　年　　月　　日
令和

　
避難先住所：

申出者電話：
同伴者

昭和
平成　　年　　月　　日
令和

同伴者
昭和
平成　　年　　月　　日
令和

申出者及び同伴者の住民基本台帳
（住民票）に記載されている住所

※令和８年１月１日時点

１.顔写真付き書類
　 マイナンバーカード、運転免許証、各障害者手帳
　 その他（　　　　　　　　　　　　　　）
２.顔写真なし書類
　 各健康保険の資格確認証、介護保険証、生活保護受給者証
　 各医療受給者証、その他（　　　　　　　　　　　　　）
３.職員による確認

上記の者は、配偶者・親族からの暴力等を理由に避難していることを申し出たことを確認する。
なお、本申出書兼確認書は「新潟市食料品の物価高騰に対する支援金」給付に関する用途に限るものとし、
他の制度に関する申請等に使用することはできない。

同伴者
昭和
平成　　年　　月　　日
令和

新潟市　　　　区

配偶者・親族からの暴力等を
理由に避難していることに

関連して受けている措置等の種類

　１．配偶者暴力相談支援センター・福祉事務所等への相談

　２．住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置

受付日



（２）本申出は、配偶者・親族からの暴力等を理由に避難している方で、以下の①②の条件を満たす方

が行うことができます。

①基準日（令和８年１月１日）時点で、新潟県新潟市の住民基本台帳に記載されていた方

（住民票があった方）

②基準日（令和８年１月１日）以前に発生した配偶者・親族からの暴力等を理由として避難し

ている方が、諸事情により基準日までに住民票の住所を変更することができなかった方

または

基準日（令和８年１月１日）の翌日以降に発生した配偶者・親族からの暴力等を理由とした

避難をしている方

（３）本申出書兼確認書は、支援金給付の目的のみに使用します。

（４）暴力等の加害者（以下、相手方）に、申出者の方の現在居住している住所等をお知らせすること

はありません。

（５）暴力等の相手方が、申出者・同伴者の方の支援金をすでに受給している場合は、暴力等の相手方

に対して新潟市から支援金の返還請求を行います。

（６）同伴者の欄には、基準日時点で住民票に記載されている住所が申出者と同一で、現に申出者と生

計を一にしている方について記入してください。

（７）「配偶者・親族からの暴力等を理由に避難していることに関連して受けている措置等の種類」欄

は、該当する番号に〇をつけてください。

（８）記入後、各実施機関（相談機関）に本申出書兼確認書を提出し、確認欄の記入を受けてください。

（９）提出の際は申出者の方の本人確認を行うため、マイナンバーカード・運転免許証等をご準備くだ

さい。

◆対応機関向け連絡事項

（１）本申出書兼確認書は「新潟市食料品の物価高騰に対する支援金」給付の目的のみに使用します。

（２）対応機関（配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置担当

部署等）が相談・申出を受付した際は、受付時記入欄・確認欄を記入してください。

（３）確認欄の代表者氏名については、記載することが適当でない場合は、肩書のみとし、氏名を省略し

て差し支えありません。また、代表者は、適切な組織の長としてください。（市区町村等の長である必

要はありません。）

（４）本申出書兼確認書に関する問合せ先は以下の通りです。

（問合せ先）

〒９５１ー８５５０ 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 新潟市役所市民生活部市民生活課

電話：０２５-２２６-１０１３ E-mail:shiminseikatsu@city.niigata.lg.jp

mailto:shiminseikatsu@city.niigata.lg.jp


　　委任をした日付

　　代理人

住 所

氏 名

生年月日

　　委任者（申出する本人）

住 所

氏 名

生年月日

電 話

　　委任者から見た代理人との関係

　　委任する理由（申出する本人が来庁できない理由）

　※この委任状は、委任者（申出するご本人）が全て記入・自署してください。

　　自署できない場合は、記名・押印をお願いします。

　※窓口ではこの委任状のほか、代理人の本人確認書類（マイナンバーカード、

　　運転免許証等。法人の場合は、その資格が確認できる書類等。）が必要となります。

　※代理人が法人の場合、代理人氏名欄は法人名及び代表者氏名を記入してください。

　※委任者の意思に反し、虚偽の申出等をした場合、法令に基づき処罰されます。

委　　任　　状

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ㊞　

昭・平・令　　　　　年　　　　月　　　 日

　

　

昭・平・令 　　　　年　　　　月　　　　日

　    ついて、下記の者を代理人と定め、その権限を委任します。

様式第４号

　からの暴力等を理由に避難している旨の申出書兼確認書」の提出に

「新潟市食料品の物価高騰に対する支援金受給に係る配偶者・親族

令和８年　　　　月　　　　 日　

（

切

り

取

（※委任者本人が自署した場合は押印不要です）


